
消 安 全 第 5 3 号 

令 和 元 年 ６ 月 2 4 日 

 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

（扱い：消費者行政担当課） 

 

消費者庁長官 岡村 和美 

（ 公 印 省 略 ） 

 

消費者安全法第 38 条第１項の規定に基づく消費者事故等に係る情報提供について 

（ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を

中止してください！） 

 

当庁では、ハンドルロック「一発二錠」を搭載した自転車・電動アシスト自転車

（以下「当該自転車」という。）で、ハンドルロックケースの破損などが原因で誤作

動し、ハンドル操作ができなくなり転倒した事故について、消費者安全法（平成 21

年法律第 50 号。以下「消費者安全法」という。）第 12 条第１項の規定に基づく通知

を受け、平成 29 年７月 27 日及び同年９月７日に消費者安全法の重大事故等に係る

公表をしたところです。 

この度、当庁は、当該自転車による消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、

消費者安全法第 38 条第１項の規定に基づき、別添の報道発表資料を消費者被害の

発生又は拡大の防止に資する情報として貴都道府県に提供いたします。 

貴都道府県におかれましては、下記の情報を貴管内市区町村に提供していただく

とともに、管内の消費者に対する周知・啓発に御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

〇 「ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使

用を中止してください！」（令和元年６月 24 日付け報道発表資料） 

※ 報道発表資料については消費者庁ウェブサイトで御確認ください。 

（ＵＲＬ）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/2019/

pdf/consumer_safety_release_190624_0001.pdf 

  

担 当：消費者庁消費者安全課 

     加藤 睦門 田中 

電 話：03-3507-9137（直通） 

ＦＡＸ：03-3507-9290 


